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研究要旨 

器具・容器包装及び玩具（以下、器具・容器包装等）は合成樹脂、ゴム、金属など多種

多様な材質で製造され、製品には原料や添加剤等の様々な化学物質が残存する可能性があ

る。これらの化学物質は食品や唾液を介してヒトに暴露される可能性があることから、器

具・容器包装等の安全性を確保するためには製品に残存する化学物質の残存量及び溶出量

を把握する必要がある。しかしながら、規格基準が設定されていない物質については、分

析法が確立されていないものや残存量・溶出量等の実態が明らかでないものが多い。また、

試験法や分析法の中には問題を有するものがある。そこで本年度は、植物油総溶出物量試

験法の改良、ガスクロマトグラフィーを用いる試験法におけるキャリヤーガスの変更によ

る影響及びアンチモン（Sb）及びゲルマニウム（Ge）溶出試験における ICP-OES を用いた

代替試験法の開発に関する研究を行った。 
合成樹脂及びゴム製器具・容器包装のうち、油脂及び脂肪性食品と接触して使用される

製品の総溶出量試験である植物油総溶出物量試験法について改良を行った。この試験法の

もととなったオリブ油総溶出物量試験法は、欧州連合の合成樹脂製器具及び容器包装の規

格試験法として採用されており、試験法は欧州標準規格 EN 1186-2 に収載されている。しか

し、試験法は極めて煩雑で長時間を要し、しかも有害試薬を使用するなど問題が多い。そ

こで、昨年度は試料の恒量化と植物油のメチルエステル化について検討した。今年度は試

料中の残存植物油の抽出法について検討を行った。その結果、内標準を加えたシクロヘキ

サンに浸漬し、40℃で 120 分間の振とう抽出を 1 回行うという簡便な抽出法で、残存植物

油量を求められることを明らかにした。以上の検討結果をもとに、操作が簡便でしかも有

害試薬を使用しない植物油総溶出物量試験法の改良法を確立した。さらに、本試験法と EN

法の同等性を検証するため、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ポリ塩化ビニル、

シリコーンゴム及び天然ゴムの 6 種類の材質について、両試験法により植物油総溶出物量

試験を行った。その結果、両試験法により得られた植物油総溶出物量及びその標準偏差は

極めて良く一致し、改良法は EN 法と同等の試験法であることが確認された。 

食品衛生法における器具・容器包装の規格試験のうち、GC-FID 及び GC-NPD を用いる試

験法について、キャリヤーガスとして He 及び N2 を用い、同一装置、同一条件で測定を行

い、キャリヤーガスの違いによる影響を確認した。GC-FID を用いる揮発性物質、塩化ビニ

ル、塩化ビニリデン、メタクリル酸メチル、カプロラクタム及びエピクロルヒドリン試験



 

においては、N2 をキャリヤーガスとして用いると揮発性物質試験ではピークのテーリング

が、カプロラクタム試験ではピークのリーディングが認められたが、適否判定に支障をき

たすほどの変化ではなかった。一方、塩化ビニル、塩化ビニリデン、メタクリル酸メチル

及びエピクロルヒドリン試験では、キャリヤーガスによる違いは認められなかった。これ

らの試験法においては、いずれのキャリヤーガスを用いても規格試験法として十分な性能

が得られた。一方、GC-NPD を用いるアミン類試験では、キャリヤーガスに N2が規定され

ていない。この試験法ではキャリヤーガスの変更による各成分の保持時間の変化はなく、

いずれにおいても性能パラメーターの値は目標値を満たしており、代替試験法として N2キ

ャリヤーガスが適用可能であった。しかし、ベースラインの形状が変化し、ブランク溶液

ではトリエチルアミンの保持時間付近に複数のピークが認められたことから、慎重に定性

を行う必要があった。 

公定法によるアンチモン（Sb）及びゲルマニウム（Ge）試験において、ICP-OES を用い

ると半数以上の試験機関で装置の定量下限値が高く、試験することができない。そこで、

代替法として、試験溶液を濃縮して測定する蒸発乾固法及びキレート法、試験溶液に Sb 及

び Ge を添加し定量可能な濃度として測定する標準添加法及び既知量添加法について検討

し、その適用性を検証した。試験溶液を蒸発させて乾固する蒸発乾固法では、Sb 及び Ge

の揮散を防ぐ方策を見出すことができなかった。試験溶液中の Sb 及び Ge をキレート繊維

に吸着させて濃縮するキレート法は代替法として十分な性能を有していたが、公定法では

使用していないキレート繊維や試薬・試液が必要であった。また、これらの試験溶液を濃

縮する方法に共通する問題点として、試験溶液中の Sb 及び Ge の化学形態によっては回収

できない場合があると考えられた。一方、試験溶液に Sb 及び Ge を添加し定量可能な濃度

として測定する標準添加法及び既知量添加法は代替法として十分な性能を有していた。こ

れらは特別な試薬や装置を必要とせず、大部分の試験機関で実施することが可能なため代

替法として有用であると考えられた。ただし、標準添加法は共存物質の影響を考慮する必

要がないが、バックグラウンド補正が不適切であった場合は正確な定量値が得られないた

め、測定条件の設定を慎重に行う必要があった。既知量添加法は公定法と同様に標準溶液

と試験溶液の発光強度を比較して適否判定を行うことができるが、内標準法を用いる場合

はその発光強度の安定性にも注意を払う必要があった。 
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